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長寿命型人工関節の
臨床応用推進に関す
る研究

17 19 医療技術実
用化総合研
究（基礎研
究成果の臨
床応用推進
研究経費）

高取　吉雄 本研究の成果は人工関節の弛みを解
決し長寿命化を達成する画期的な研究
開発として国内外で注目を集めている。
学術的には、The Hip Society（米国）の
The Frank Stinchfield Award、
Orthopaedic Research Society（米国）
のThe William Harris Award、日本バイ
オマテリアル学会バイオマテリアル科学
奨励賞、日本整形外科学会奨励賞な
ど、医工両分野において国際学会3回、
国内学会6回の受賞をしている。

人工関節の手術後約10?15年で生じる
とされる弛みは 大の合併症である。
従来の人工関節の関節摺動面に生体
適合性ポリマー・MPCポリマーをナノ
メーター単位で表面処理することで長寿
命化を達成した本研究は臨床的観点か
らも注目されている。本研究開発の成
果である長寿命型人工股関節は、平成
19年4月より、東京大学医学部附属病
院を中心に治験が行われており、実用
化へ向けたプロジェクトが進んでいる。

平成19年度経済産業省委託事業『平成
19年度戦略的技術開発委託費　医療機
器開発ガイドライン策定事業（医療機器
に関する技術ガイドライン作成のための
支援事業）』（事務局：独立行政法人
産業技術総合研究所）において、『次世
代（高機能）人工股関節開発ガイドライ
ン素案』の中で、新表面処理として
「MPC処理」が例示され、審議が行なわ
れた。（第１回：平成20年1月31日、第２
回：平成20年3月14日）

－ 平成18年6月4日、公開シンポジウム
「朝日人工関節フォーラム　ー知ってお
きたい股関節治療の 前線―」を主催
し、本研究課題の成果を社会に発信し
たほか、平成19年9月27日、佐賀で行
われたトライボロジー会議の公開シンポ
ジウムなど、各地で本研究に関連した
講演を行っている。また、これらの成果
は新聞(朝日新聞、日本経済新聞、産経
新聞等)、国内外の雑誌）、ラジオ（NHK
国際放送等）の媒体を通して国内のみ
ならず海外に向けても情報が発信され
ている。

15 64 12 2 82 57 6 0 1

ヒト心筋・骨格筋から
の心筋幹細胞株の樹
立と末期的心不全へ
の幹細胞移植医療実
現化へ向けての研究
基盤形成

17 19 医療技術実
用化総合研
究（基礎研
究成果の臨
床応用推進
研究経費）

松原　弘明 我々は心筋幹細胞マーカーとしてSca-
1を同定したが十分に増幅することは困
難であったが、浮遊培養を用いて約100
万倍まで増幅させ多能性幹細胞の特性
を持ち心筋分化する細胞を得ることに
成功した（国際特許申請済）。またbFGF
が心筋幹細胞の特異的増殖・分化誘導
因子であることを発見し、ブタ心筋梗塞
でbFGFゼラチン生体吸収性シートと幹
細胞移植の併用により、移植細胞の生
存率、心筋分化効率、心機能改善は著
明に向上した。このbFGFシートと幹細胞
移植の組み合わせが、現在での世界
高の心筋再生医療と考えられる。

我々は心筋幹細胞マーカーとしてSca-
1を同定したが十分に増幅することは困
難であったが、浮遊培養を用いて約100
万倍まで増幅させ多能性幹細胞の特性
を持ち心筋分化する細胞を得ることに
成功した（国際特許申請済）。またbFGF
が心筋幹細胞の特異的増殖・分化誘導
因子であることを発見し、ブタ心筋梗塞
でbFGFゼラチン生体吸収性シートと幹
細胞移植の併用により、移植細胞の生
存率、心筋分化効率、心機能改善は著
明に向上した。このbFGFシートと幹細胞
移植の組み合わせが、現在での世界
高の心筋再生医療と考えられる。

－ 本研究はヒト心筋幹細胞を用いた世界
で初めての臨床研究として新規性が認
められるものと考え（国際特許申請
済）、重症虚血性心疾患患者へのbFGF
シート併用心臓幹細胞移植をphase
I/IIa 臨床試験プロトコルを作成中であ
る。

新聞やテレビ等で数多く取り上げられて
いる。京都府立医大循環器内科HPの
新着情報(what new)を
 http://www2.kpum.ac.jp/~med2/what/i
ndex.html　をごらんになってください。

12 20 20 5 22 18 3 0 10

ヒト化ＣＤ２６抗体の難
治性免疫疾患（クロー
ン病、ＧＶＨＤなど）へ
の治療法開発

17 19 医療技術実
用化総合研
究（基礎研
究成果の臨
床応用推進
研究経費）

森本　幾夫 現在基礎研究成果の社会還元というこ
とが強く望まれている。主任研究者森本
は、CD26抗体の開発、cDNAの単離を
世界に先がけて行い、CD26の機能と構
造については先駆的な役割を果たして
いる。CD26抗体の実用化のために東
大発バイオベンチャーを創設し、ヒト化
CD26抗体を作製し、カニクイザルを用
いた前臨床試験も無事終了し米国FDA
へのInvestigational New Drug（IND）申
請も承認された。今後臨床応用として実
用化を目指すので、学術的観点のみな
らず社会的意義も大きいものと思われ
る。

クローン病、重症GVHDについて種々な
先進的治療法が存在しているが、依然
として治療抵抗性を示す患者が存在す
る。ヒト化CD26抗体の実用化のため
に、カニクイザルでの前臨床試験でそ
の安全性を確認し、組織交差反応試験
でもカニクイザルを用いた妥当性を証明
した。臨床応用のためGMPグレードのヒ
ト化抗体の作製も完了し、FDAへのIND
申請も本年2月14日に承認された。現在
上記疾患をターゲットにしたプロトコール
を作製中で、本邦から世界に発信でき
る難治性免疫疾患の新しい治療法確立
に一歩近づいた成果は大きい。

－ － 日本経済産業新聞（2006年4月20日）に
ヒト化CD26抗体がGVHDなどの難治性
免疫病に有効ということが報道された。
朝日新聞（2008年8月27日）にヒト化
CD26抗体が悪性中皮腫にも有効では
ということが報道された。

2 70 11 7 14 31 0 0 0

医療技術実用化総合
研究事業（基礎研究
成果の臨床応用推進
研究）の企画と評価に
関する研究

19 19 医療技術実
用化総合研
究（基礎研
究成果の臨
床応用推進
研究経費）

渡辺　敏 世界 高水準の研究成果の創出には、
意欲ある研究者の優れた提案に基づい
て実施される研究を採択する必要があ
る。特に、競争的資金制度においては、
限られた研究資源を有効活用するた
め、優秀な研究の絞り込みに作業（事
前評価）に重点をおく必要があり、その
結果、事後の研究成果を著しく向上させ
ることが期待できる。その意味から本研
究の専門的・学術的成果は高いと考え
る。同時に米国NIHのピアレビュープロ
セスの自己点検状況について調査を
行ったことで、事前評価制度のより本質
的な課題も明らかにしている。

画期的かつ優れた治療法の確立を目指
し、我が国で生み出された基礎研究の
成果を臨床現場で適切に応用する探索
的臨床研究（トランスレーショナルリ
サーチ）は、国民に有益な医薬品・医療
技術等を提供する意味からも国家的支
援政策として必要であり、本分野におい
て、新たな事前評価の在り方を示した点
は評価できる。

事前評価のスクリーニング作業としてピ
アレビューの導入を提案し、実施手順を
示した。

厚生労働科学研究費補助金；基礎研究
成果の臨床応用推進研究事業の採択
プロセスにおいて本研究で作成した評
価支援資料が参考資料として用いら
れ、事前評価委員会の作業負担の軽減
に貢献した。また、再生医療実用化研
究事業にも応用展開したことで、競争的
資金における公正で効果的かつ効率的
な事前評価作業に広く貢献した。

本研究では、基礎研究成果の臨床応用
推進研究を中心としてモデルケースとし
て、試行的ピアレビューを行った後、再
生医療実用化研究事業にも応用展開し
たことで、汎用性の高い評価システム確
立の道筋が見えたと考えられる。必要
な修正の後に厚生労働科学研究全体
で採用すれば、我が国の厚生労働科学
の全体的底上げと発展に大きく寄与す
るものと考える。

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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小児肉腫等に対する
治療開発を意図した
多施設共同臨床試験
に関する研究

17 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

牧本　敦 欧米のみならず、国内成人がん領域と
比しても著しく遅れていた小児がん領域
の臨床試験を根本から考え直し、ヘル
シンキ宣言を遵守した世界標準の方法
論に則って行う臨床試験の実施を可能
ならしめた。小児がんという稀少疾患に
おいては、将来の臨床実践に還元でき
る質の高いエビデンスを求めるために、
症例数を拡大した国際共同治療開発が
望ましい方向性であると考えられるが、
本研究で確立した基盤に基づけば世界
的な水準のデータ管理が可能となり、国
際共同臨床試験の実現への大きな第
一歩であると考えている。

予後不良であった高リスク横紋筋肉腫
に対し、有望と考えられる多剤併用・大
量化学療法の安全性がある程度確認さ
れた。ユーイング肉腫において、手術や
放射線治療をコントロールした形で行う
集学的治療の有効性が示唆された。急
性リンパ性白血病において、これまで日
本の40%程度の患者が治療されてきた
レジメンの有効性が世界標準に比肩す
ることが確認された。

ガイドライン作成は、本研究の本来の目
的とは異なるものの、本研究で行った臨
床試験のうち、ユーイング肉腫と急性リ
ンパ性白血病を対象としたものは、その
治療方針そのものが標準治療と考えら
れるほど成熟した治療法を採用してお
り、これを全国多施設に配布して臨床試
験を行ったことで、ガイドライン的役割を
果たしたと考えられる。

将来的には「臨床的な使用確認試験」
や「高度医療評価制度」の枠組みの中
で、科学的に確かな臨床試験プロトコー
ルを作成し、質の高いデータ管理システ
ムが確保された基盤の上で、しっかりと
した研究者主導型臨床試験を行うこと
で、新規治療法の保険適応拡大を初め
とする薬事・医療行政への貢献が可能
となる事が期待される。

 新聞への掲載：(1)2005年6月16日　日
 経産業新聞(2)2005年8月26日　徳島新

  聞(3)2007年12月2日　日本経済新聞公
 開シンポジウムの開催：(1)2007年2月

24日「小児がんをみんなで克服するた
 めに」（丸の内カフェ）(2)2008年1月27日

「思春期がんを生きる」（虎ノ門パストラ
 ル） 9 64 60 0 139 18 0 0 2

小児腎移植における
ミコフェノール酸モフェ
チルの有効性・安全
性の確認、用法・用量
の検討・確立に関する
研究

17 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

飯島　一誠 本研究は、わが国の小児腎移植におい
て、MMFの薬物動態の検討、有効性・
安全性の確認、用法・用量を確立し、本
薬の小児腎移植適応取得のための評
価あるいは参考資料となりうる研究であ
る。本研究では、わが国で初めて小児
腎移植領域の質の高い多施設臨床試
験が実施され、本研究を通じ臨床試験
に精通した若手医師が育成され、本領
域において、質の高い臨床試験を立
案・実施可能な体制の整備に寄与でき
たと思われる。

本研究で行った調査によって、わが国
でもMMFが非常に高頻度で小児腎移植
に用いられていることが明らかになっ
た。すなわち、MMFはわが国の小児腎
移植にとって非常に重要な意味を持つ
薬剤であり、本研究で実施中の臨床試
験で、わが国の小児腎移植でのMMFの
薬物動態の検討、有効性・安全性の確
認ができれば、わが国での小児腎移植
に対するMMFの適応取得への道が開
かれ、臨床的にも極めて大きな意義を
持つと思われる。

本研究での調査では、海外で承認され
ている用量に比して、実際に投与されて
いる用量は少ない傾向にある。それ
は、海外での承認が得られた後、新た
に強力な免疫抑制剤が導入されたため
であるが、本研究によって、新たな免疫
抑制剤を併用すれば、承認用量より少
量でも有効で安全であることが示される
可能性が高く、小児腎移植の免疫抑制
療法のガイドライン等に変更を加える必
要が生じるだろう。

これまで、わが国の小児腎移植の分野
では、質の高い臨床試験は行われてお
らず、本研究を通じて体制整備の第一
歩を踏み出せた。また、このまま予定通
りに試験が進行すれば、2010年1月に
は試験が終了するが、本試験による有
効性・安全性及び薬物動態の検証デー
タをもとに、小児薬物療法検討会議ある
いは適応外使用の取扱い通知第104号
により、承認申請を目指すことが可能と
考えており、行政的にも意義深いと思わ
れる。

2007年の日本小児腎臓病学会学術集
会のシンポジウム「Evidenceとなる臨床
研究をおこなうために」で、主任研究者
の飯島が、本研究の紹介を行い、わが
国の小児腎移植領域でも質の高い臨床
試験が行われていることが広く認識され
るようになった。 1 24 27 1 33 24 0 0 0

新生児・小児における
鎮静薬使用のエビデ
ンスの確立：特にミダ
ゾラムの用法・用量、
有効性、安全性の評
価

17 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

伊藤　裕司 網羅的な文献検索による世界的な既存
のデータ収集及び既存のエビデンスの
整理を施行した。374の文献から、エビ
デンスの質の高いものを精選し報告書
とし、今後の利用に足るものを作成でき

 た。新生児の臨床試験においては、欧
米での推奨される用量を用いた試験で
あるために、日本人での同用法・用量
でのミダゾラムの有効性・安全性に関す
るデータと、日本人での薬物動態的な
データを、いずれも初めて得ることがで
き、国際比較が可能となる。早産児での
有効性・安全性と薬理学的データはこ
れまでほとんど存在せず、非常に貴重

 である。

本邦の新生児・小児集中治療領域に於
けるミダゾラム使用に関する実態調査
（アンケート調査）では、新生児領域に
おいては、欧米で推奨される用量よりも
多い量が使用されており、かつ、副作用
の出現も認めていることが判明した。こ
の結果に関しては、日本周産期・新生
児医学会で報告し、現場の医師に注意

 を促した。新生児の臨床試験の結果
は、ミダゾラムの適正な用法・用量を提
示するための有用なデータとなり、臨床
現場に、適正な用量を啓蒙し、高用量
に起因する有害事象を避けることが可

 能になる。

今後の鎮静薬の適正な使用法に関して
の指針作成の基礎データを作成できた
と思われる。

新生児の臨床試験の結果は、関連学会
で発表し、論文として発表する予定であ
る。この臨床試験で、本邦の新生児に
於けるミダゾラムの有効性と安全性が
証明されれば、製薬企業側も本邦での
新生児への適応拡大の申請を検討する
準備があるようである。この臨床試験で
得られる本邦の新生児に於ける母集団
薬物動態解析のデータは、貴重なデー
タとしてミダゾラムの添付文書に反映さ

 れることが期待される。　今回確立した
質の高い臨床試験のインフラを、新生
児医療領域での他の臨床試験に応用
し、研究者に広く流布していくことが可

 能と考える。

医学新聞「Medical Tribune」紙に研究の
内容が掲載され、この研究の内容が、
医学関連者に広く知られるようになっ
た。

0 0 8 0 10 2 0 0 0

小児気管支喘息重症
発作に対するイソプロ
テレノール持続吸入
療法の検討：サルブタ
モール持続吸入を対
象とした多施設共同
盲検ランダム化比較
試験

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

勝沼　俊雄 2007年6月現在、本試験（盲検ランダム
化比較試験）は、未開始である。本試験
に入る 後の詰めとして、｢喘息発作重
症度評価｣の妥当性を検証している。さ
らに、24時間ランダム化を実行するに当
たってのweb管理上の問題を審議して
いる。また海外派遣事業による細胞を
用いた基礎検討結果より、サルブタモー
ルにはMAPKを介した催炎症効果が示
唆されている。

｢喘息発作重症度評価｣の妥当性に関し
ては、CGと実写ビデオ・DVDによる喘息
発作適正評価のための教材を作成中で
ある。現在、参加施設の倫理委員会を
通り、喘息発作状況のビデオを収集中
である。日本で初の試みであり、本研究
以外の公益的目的（喘息ガイドラインの
教材）にも使えると期待する。

本研究グループには、4人の｢小児気管
支喘息治療・管理ガイドライン｣作成委
員が含まれている。本研究により、喘息
重症発作の良質なエビデンスが得られ
れば、直ちにガイドラインに反映される
だろう。

現在のところ、具体的成果はない。しか
し、本研究成果が大きな契機となって小
児｢オフラベル｣薬剤使用問題が進展す
る可能性はある。

今現在はまだ学会等での発表がなく、
従って社会的な認知・注目は低い。

0 0 0 0 0 0 0 0 0
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重症川崎病患者に対
するステロイド初期投
与の効果を検討する
前方視的無作為化比
較試験の計画に関す
る研究

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

佐地　勉 川崎病の重症度スコアーを層別化し、
その重症例に対して免疫グロブリン＋
プレドニン初期投与の効果を判断する
ための比較試験である。これにより免
疫グロブリンのみによる治療に反応しな
い"不応例"や、反応例の一部に発症す
る重篤な合併症である冠動脈瘤の発症
率が低下する可能性が高いと考えられ
る。欧米でのトライアルにおいては既に
プレドニンの有効性も証明し得た報告が
多く極めて有意義な研究である。

－ － － －

8 13 14 0 34 2 0 0 0

乳児重症ミオクロニー
てんかんに対する新
たな治療法確立のた
めの研究

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

井上　有史 ６施設で乳児重症ミオクロニーてんかん
児112症例の治療状況を後方視的に把
握した結果、既存抗てんかん薬15種に
より50％以上の発作減少が得られた症
例は15％にすぎす、有効な新薬導入の
必要性は明らかであった。そこでEUで
希少疾病薬として承認されている
Stiripentolの臨床評価試験研究を行っ
たところ、25症例のうち16例(64%)で発
作が50%以上減少し、さらにけいれん重
積の減少や発作の持続が短縮した症例
がみられた。この有効な薬剤を本邦へ
導入するための準備態勢を整えた。

乳児重症ミオクロニーてんかんは容易
にけいれん重積をおこし、医療依存性
の極めて高い重篤な疾患である。既存
の抗てんかん薬の効果は限られ、頻回
に反復する発作が精神運動発達の重
要な阻害因となっている。Stiripentolが
発作減少をもたらし、ことにけいれん重
積の回数を減らし、発作の持続を短縮
することは、患者の医療管理を軽減す
る。また、食欲不振などの有害事象は
あるものの併用薬の調整により管理可
能である。本邦への早期の導入が望ま
れる。

Stiripentolの臨床評価試験研究にあ
たって、治験薬概要書を飜訳し、EUでの
治験方法に基づいた試験研究実施プロ
トコールおよび症例報告書を作成した。
StiripentolはP450チトクロームを阻害す
るため、併用薬との相互作用に注意を
要する。EUでの経験、本邦での臨床試
験の経験に基づいて、本邦導入後の使
用にあたってはマニュアルの作成が望
ましい。

厚生労働省の未承認薬使用問題検討
会議（2007.7）にて、早急に本邦への
Stiripentol導入が検討されるべきと結論
された。このためフランスの製造販売会
社と直接の話し合いをもち、早期に日本
の提携企業をみつけ、導入への方向性
を早期にさぐることの了承を得た。な
お、本試験研究はcompassionate useに
て行った。

EUにつづき本邦でStiripentolが導入さ
れれば、その国際的な学術的意義は大
きい。しかし何よりも、本研究が新薬導
入の基盤となることにより、Stiripentolが
本邦に導入されることになれば、患児・
家族のQOLの著しい改善が見込まれ
る。 0 0 0 0 3 1 0 0 0

造血幹細胞移植を受
けたライソゾーム病患
者に対する酵素補充
療法の適応と投与方
法の確立に関する臨
床研究計画の作成

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

奥山　虎之 ムコ多糖症II型は、ライソゾーム病の中
で、 も頻度の高い疾患のひとつであ
る。これまで、本症はリスクの高い造血
幹細胞移植以外に有効な治療手段に
乏しい疾患であったが、酵素補充療法
製剤の開発により、治療への期待が高
まっている。本研究は、造血幹細胞移
植の再評価と日本人患者を対象とした
はじめての本格的な投与試験の実施し
たものである。

本研究により、ムコ多糖症II型酵素製剤
イデュロサルファーゼは、日本人患者に
おいても欧米と同様の効果得られるこ
と、および安全性についても大きな問題
のないことが確認された。

本研究は、長期フォローアップという形
で継続する。その結果は、数年後には
関連学会を通じて、治療適応ガイドライ
ンの形でまとめられる予定である。

一連のライソゾーム病酵素製剤の国内
臨床開発においては、日本での新たな
治験を行わず、海外治験データの審査
による早期承認をめざすスキームが定
着した。しかし、治験未実施のデメリット
もあり、本研究により実施された多施設
共同の日本人患者を対象とした投与試
験は、それを補完すり意義がある。

ムコ多糖症ＩＩ型酵素製剤の承認に際し
て、多くのマスコミ（ＮＨＫ，ＦＭ東京、ラ
ジオ日経など）で、主任研究者自身が出
演した。

0 1 2 0 5 1 0 0 0

難治性心不全に対す
るＰＤＥ５阻害剤の効
果を検証する無作為
化比較試験の計画に
関する研究

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

戸高　浩司 標準治療によっても十分な治療効果の
ない重症心不全患者にシルデナフィル
を経口で反復投与する単群パイロット試
験により症状の改善、peak VO2, BNP,
血流依存性血管拡張能などの改善を認
めた。H20年度以降、本邦の内情にあっ
た医師主導の比較臨床研究を実施して
心不全に対する有用性を確立し、 重
症心不全症例において心移植が回避・
延期できれば、心移植が通常の医療と
なっている欧米と異なり、本邦での社会
的意義は非常に大きい。

パイロット試験によって無作為化試験実
 施の素地が形成された。本邦において

は本薬の心不全への応用は初の試み
である。血管拡張能、運動耐容能の改
善などは欧米でも報告されている通りで
はあるが、その結果として静注薬依存
であった症例などでQOLが改善し退院
するなどの効果は、心移植が一般的な
医療である欧米においては報告されて
いない

－ 本薬の重症心不全の適応に関しては企
業により国内開発される見込みがなく、
現時点で本邦の内情にあった医師主導
の臨床研究を実施し心不全に対する有
用性を確立することは日本の薬剤開発
史には前例がない。

平成20年1月22日、九州大学医学部百
年講堂において「良質な医師主導臨床
試験支援人材の育成」シンポジウム（一

 般公開）において成果発表。平成20年2
月28日、日本都市センター会館におい
て臨床試験推進研究成果発表会（公
開）にて発表。
https://dbcentre2.jmacct.med.or.jp/Re
g/mrpt20080228/info.htm

0 0 0 0 1 0 0 0 1
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タクロリムスの難治性
クローン病治療に向
けての臨床試験実施
計画に関する研究

19 19 医療技術実
用化総合研
究（臨床試
験推進研究
経費）

千葉　勉 難治性のクローン病患者に対してタクロ
リムスの投与をおこなったが、ステロイ
ドやレミケードに抵抗性の患者に対し
て、非常に効果的であることが明らかに
なり、潰瘍性大腸炎のみならず、クロー
ン病に対しても、主としてT細胞の免疫
抑制が効果的であることが示された。ま
たその効果は即効性であることも判明
し、欧米でおこなわれている難治性ク
ローン病に対するタクロリムスの効果が
わが国でも認められた。

難治性のクローン病はレミケード、ステ
ロイドに抵抗性であり、現行の保険医療
による効果的な治療法が存在しない状
況にある。今回これら難治性のクローン
病患者に対して、タクロリムス投与が有
効であり、かつ即効性で、ステロイド減
量効果にもすぐれていること、さらに大
きな副作用が認められないことが示さ
れた。以上より、タクロリムス治療は、難
治性のクローン病に対する標準治療の
一つとすべきであることが証明された。

本研究の成果は直接ガイドラインの開
発とは結びつかないが、今後クローン
病治療のガイドラインの中に、難治性ク
ローン病に対してタクロリムス治療を加
える必要があると考えられた。

クローン病は国の難治性疾患研究の対
象疾患であり、そのため患者に対する
救済措置がとられている。しかしながら
本疾患の治療薬として現在保険診療で
認められているのは、5ASA製剤、免疫
抑制剤、ステロイド、レミケードのみであ
り、タクロリムスは保健医療の対象薬剤
とはなっていない。本研究でタクロリム
スの難治性クローン病患者に対する優
れた効果が認められたことは、今後タク
ロリムスのクローン病治療に対する保
険医療承認にむけた、大きな第一歩と
なると期待される。

本研究で、難治性クローン病患者に対
するタクロリムスの優れた効果がみとめ
られたことから、薬剤メーカーによる本
薬剤の臨床治験の動きが加速されるこ
とを期待したい。また本成績を論文化す
ることで、消化器病学会などを通した、
保健医療申請の参考資料となることが
期待される。

0 10 10 0 10 7 0 0 0

老人施設・在宅にお
ける高齢者排泄リハ
ビリテーションに関す
る施設評価基準の作
成と地域モデルの開
発

17 19 長寿科学総
合研究

後藤　百万 病院、老人施設、在宅などの高齢者介
護・看護に関わる施設における高齢者
排泄リハビリテ－ション状況を定性的、
定量的に評価できる基準を、全国の施
設調査に基づいて作成した。

排泄リハビリテ－ション施設評価基準
は、単に評価の目的のみならず、適切
な排泄リハビリテ－ションの方法論や目
標を提示することができる。排泄リハビ
リテーション施設評価基準の全国的活
用と地域モデルの提示により、全国的
な排泄管理の向上、高齢者・介護者の
生活の質向上、介護予防への貢献が期
待できる。

排泄リハビリテ－ション施設評価基準
は、排泄状態の評価（アセスメント）に関
する要件、排泄管理に関する知識・技
術の確立に関する要件、排泄管理の実
践に関する要件、排泄環境に関する要
件の4領域からなり、それぞれ5項目、3
項目、5項目、11項目の計24項目を含
むもので、適切な排泄管理の方策を示
す。

今回の排泄リハビリテ－ション地域モデ
ルは、行政（碧南市地域包括支援セン
タ－）を中心に、病院、開業医、老人施
設、在宅介護・関連施設のネットワ－ク
を構築したが、全国の地域行政への応
用が可能であり、さらに排泄以外の介
護・看護領域にも応用できる。

－

0 0 0 0 2 0 0 0 0

生体内酸化ストレスに
よる老年性疾患の発
症機構の解明と予防

17 19 長寿科学総
合研究

石井　直明 ミトコンドリア電子伝達系複合体IIの
SDHC遺伝子に変異を持つトランスジェ
ニック・マウス（mev-1マウス）が、ミトコ
ンドリアから発生する活性酸素を起因と
する老年性疾患のモデル動物として有

 用であることを示した。ビタミンＣの合成
能力を欠損したSMP-30マウスが抗酸
化に関わる老年性疾患のモデル動物と

 して有用であることを示した。　我々が
開発した「線虫の寿命を指標とした、新
規生理活性物質スクリーニング法」が寿
命に変化をもたらす生理的活性を持つ
物質の探索に有用なシステムであるこ

  とを示した。

生理的老化はミトコンドリアの活性酸素
発生量の増加に起因した酸化障害の蓄
積、その蓄積によるアポトーシスの過剰
誘導による臓器萎縮、機能低下により
生じることを明らかにし、酸化ストレスの
抑制や抗酸化能力の促進が老年性疾
患発症の抑制につながることを示唆し
た。

今後、抗酸化に関わる食品・栄養補助
食品などの開発が活発になると考えら
れるが、生体内の活性酸素の主な発生
源がミトコンドリアであるということから、
ミトコンドリアから発生する活性酸素抑
制効果をもつ物質の開発にmev-1マウ
スやSMP-30マウス、「線虫の寿命を指
標とした、新規生理活性物質スクリーニ
ング法」が有用であることを示唆した。

老年性疾患の原因として活性酸素が深
く関わっていることが示唆されたが、さら
に臓器により酸化ストレスの影響が異
なることを示唆したことから、老年性疾
患を減少させるには、酸化ストレスに対
処する方法を臓器ごとに開発する必要
性があることを提言できた。

　「エイジング・バイオストレス・メタボリ
ズム研究会」（京都市、2007年4月）を開
催し、mev-1マウスとSMP-30マウスの
酸化ストレスが関わる老年性疾患の研

 究への有用性を公表した。　静岡新聞
（平成17年12月１８日）の遊歩道「がん
予防研究 前線（403号）」に「発症に活
性酸素関与、ビタミンなど摂取を」という
タイトルでmev-1培養細胞が紹介され
た。

1 20 8 3 47 23 1 0 0

中高年健康増進のた
めのＩＴによる地域連
携型運動処方システ
ムの構築

17 19 長寿科学総
合研究

能勢　博 従来から，体力向上のためのトレーニン
グはマシンを用いた個別運動指導が理
想的とされていたが，本研究で，携帯型
カロリー計「熟大メイト」，「インターバル
速歩トレーニング」，e-ヘルスプロモー
ションシステム によって，マシントレーニ
ングに匹敵する効果が得られることが
明らかとなった．その結果，マシンなし
で数千―数万人を対象として，少人数
の専門スタッフで，体力向上のための個
別運動指導が可能となり，運動量とそ
の効果の予測式の決定，運動反応性遺
伝子探索，健康機器・食品の効果判定
などの研究を可能にした．

予防医療における運動処方は 後の
切り札と注目されているにもかかわら
ず，どれくらい運動をすれば，どの程度
の効果が期待できるか，といった「費用
対効果」は明らかにされていない．本研
究によって蓄積された3,000名のデータ
ベースから，1日30分，週４日，5ヶ月間
のインターバル速歩トレーニングを行う
ことで，各種生活習慣病予防・介護予防
指標が20％改善し，医療費が半年で
2,3000円（20％）削減されることが明ら
かとなった．

運動所要量・運動指針の策定検討会
（平成18年7月）：　本研究の成果の一
部が，「健康づくりのための運動指針
2006-生活習慣病予防のために－（エク
ササイズガイド2006）」に採択された．具
体的には，指針の中の「自分に合った
運動でいい汗かこう，週合計60分！」の
標語でわかるように，1)　体力という概
念が指針に採択されたこと，2)　各個人
の体力に合わせた個別運動処方の重
要性が指針に採択されたこと，の2点を
あげることができる．

平成20年4月1日から生活習慣病予防を
目的とした特定保健指導が施行され，
運動処方に対する期待は大きい．その
ような状況の中，「健康づくりのための
運動指針2006」は，文字どおり運動処
方の理論的な拠り所とされている．この
指針の中で，「まず，各人の体力を測定
し，それに合わせた運動プログラムを実
施することが望ましい」という記述が採
択されたのは，本研究で得られた3,000
名のデータベースから導き出された結
果に基づくものと考えている．

「インターバル速歩トレーニング」による
e-ヘルスプロモーションシステムは，運
動処方効果について3,000名規模の
データベースを構築した点で，NHKの
「おはよう日本」をはじめ，全国的に報
道された．地方局も含めれば報道回数
は3年間で54件にのぼる．また，本研究
は「体力向上のための運動処方をジム
から開放した」点で，国際的にも高く評
価され，Mayo Clinic，Yale大学との国際
共同研究も実施し，高い評価を得た．ま
た，2009年の国際生理学会で英国生理
学会が本研究の将来像についてシンポ
を開催する．

0 20 23 1 37 9 9 3 5
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骨粗鬆症性椎体骨折
の治療成績不良をも
たらす因子の解明と
効果的かつ効率的な
治療法の確立－多施
設共同前向き研究－

17 19 長寿科学総
合研究

中村　博亮 わが国は世界に類を見ない高齢社会で
あり、家族構成、介護者、医療に関して
欧米諸国とは異なっており、本邦独自
の椎体骨折に関わる調査が必要であっ
たが、今まで椎体骨折偽関節の発生
と、生活習慣、社会的背景、既往歴、痴
呆度などとの関連を詳細に網羅した研
究は本研究以外になかった。我々の研
究はこれらの全般的要素を含めた前向
きコホート研究であり、それらの包括的
な検討が可能である。

1）骨粗鬆症性椎体骨折後の偽関節発
 生率は15.0％であった。2）偽関節例に

おいて、寝たきり率、ADL低下比率、高
 度疼痛の残存比率が高かった。3）胸腰

椎移行部の骨折、MRI　T2強調画像で
椎体内の高輝度性変化が限局している
例、低輝度性変化が広範にみられる症
例で偽関節へ移行する可能性が高かっ
た。一方、牛乳の多飲は、その可能性を

 低下させた。

－ 今回の研究は受傷後6ヶ月と比較的短
期間での経過を追跡調査したものであ
るが、中長期にわたる予後を観察し、我
が国独自の医療・福祉行政に役立てる
ことが必要である。

－

3 1 1 0 14 4 0 0 0

ＭＣＩを対象とするアル
ツハイマー病の早期
診断に関する多施設
共同研究

17 19 長寿科学総
合研究

伊藤　健吾 １．厳密な診断基準にもとづく114例の
MCI患者のコホートを確立し、その特徴
を画像検査（PET、MRI）、神経心理検査

 から明らかにした。２．FDG-PET上のAD
パターン、MRI上の海馬傍回の萎縮はと
もに約70％の症例において認められ

 た。３．画像検査間（PETとMRI）および
画像と神経心理検査の間には相関が認

 められるものがあった。４．現在、この
MCIのコホートは1年目の追跡調査が画
像を含めて順調に行われ、一部は2年

 目の追跡に入っている。

本研究は軽度認知障害（MCI）を対象と
した前向きの多施設共同試験により、ア
ルツハイマー病（AD）の早期診断に関
するFDG-PETの有用性を中心に科学
的根拠の確立を目的としている。臨床
的に厳密な選択基準にもとづく114名の
MCI患者のコホートが確立され、PET、
MRI、神経心理検査の解析により、コ
ホートの特徴が明らかにされると同時
に、追跡調査も確実に行われている。
残り２年間の追跡終了時にはADの早期
診断に関する日本独自のエビデンスが
世界に先駆けて発信される予定であ
る。

今年度末に1年目の追跡調査が終了
し、引き続き追跡調査を行う予定であ
る。3年間の追跡調査終了後にはアル
ツハイマー病の早期診断について画像
診断（PET、MRI）によるMCIからADへの
進行の予測診断能など臨床的有用性
に関する科学的根拠が確立される予定
である。これらの成果がアルツハイマー
病の診療ガイドラインに盛り込まれ、認
知症診療の精度向上、標準化に役立つ
ことが期待される。

画像診断にうちFDG-PETによるアルツ
ハイマー病の診断について、米国では
MedicareによりFDG-PETによるアルツ
ハイマー病の診断が保険適用となって
いるが、日本では現在まで保険適用に
なっていない。日本でも早期の保険適
用が認知症診療の精度向上、標準化の
ため求められているが、本研究で早期
診断に関する科学的根拠が確立される
ことは今後、FDG-PETの保険適用につ
いて行政的判断を行う場合に寄与する
ところ大である。

日本神経学会、日本核医学会、日本認
知症学会、青森県核医学研究会、東北
脳循環カンファレンス、関西脳核医学研
究会など多くの学会、研究会などでセミ
ナー、シンポジウム、特別講演において
研究の意義、内容、成果を紹介した、あ
るいは紹介する予定である。

1 26 9 1 37 12 0 0 1

老化とその要因に関
する長期縦断的疫学
研究

17 19 長寿科学総
合研究

下方　浩史 日本人における加齢による身体的およ
び精神的変化の包括的縦断疫学研究
である本研究からの成果は、医学、心
理、運動、栄養、身体組成などの分野
で、基礎医学から社会科学まで長寿科
学総合研究事業全体の基礎データを提
示してきただけでなく、正常老化と加齢
に関連した身体諸臓器の病的変化を明
確に区別し、人間の老化機序解明のひ
とつのステップとして貢献した。

本研究のさまざまな成果から、生活習
慣・環境要因による老化や老年病への
影響が解明され、予防法が明らかにな
り、一次予防、二次予防を通して、老年
病の臨床医学に大きく貢献するとものと
期待される。老化に関しての大規模な
長期縦断研究から得られたデータは、イ
ンターネット等を介して国の内外に情報
を発信することにより、今後の高齢者医
療の発展へ大きく貢献できると期待され
る。

調査で得られた膨大な検査結果を男女
別に40歳代から80歳代まで中高年者の
英文でのモノグラフの作成を行い報告
書として印刷するとともに、インターネッ
ト上に公表している
（http://www.nils.go.jp/department/ep/i
ndex-j.html）。このように包括的かつ詳
細な老化の基礎データの公開は他に例
のないものであり、日本人の老化に関
する基礎データとしてきわめて重要であ
る。

本研究で得られた高齢者の健康に関わ
る膨大な縦断的データと、そのデータの
解析から得られた、医学、栄養、運動、
心理の各分野におけるさまざまな成果
から、老化や老年病の予防法が明らか
になり、予防活動により、地域の高齢者
の健康増進とQOLの改善が期待でき
る。さらに、これらは国民全体の保健や
医療・福祉の向上、医療費の低減など
を通して、社会に大きく貢献していくもの
と期待される。

マスコミ関連としては朝日新聞、読売新
聞、中日新聞など11回、国内および海
外のテレビ放送４回、ラジオ２回、一般
向け雑誌２回、医師向け雑誌３回にわ
たって取り上げられ紹介されている。特
に読売新聞平成18年7月３日夕刊では
「老化の仕組み見えてきた」として特集
記事を組んで研究内容について紹介さ
れた。海外からも韓国国営放送KBSが
取材に来訪し、科学番組の中で本研究
の成果紹介を行っている。

17 40 43 0 90 17 0 0 10

生活習慣・背景要因・
遺伝要因による総合
的骨粗鬆症リスク診
断システムの開発

17 19 長寿科学総
合研究

安藤　富士子 単独のコホートでの詳細な縦断データを
用いて、骨密度・骨粗鬆症にかかわる
遺伝的要因、生活習慣、背景要因とこ
れらの交互作用を網羅的に解析し、閉
経女性について、大腿骨骨粗鬆症有病
リスク推定式と骨密度低下量の将来予
測式、ならびに生活習慣改善による骨
密度低下予防量推定式を作成できた。

骨粗鬆症ハイリスク群を骨密度低下前
に検出し、生活習慣の改善により骨密
度低下を予防する一次予防の方策とし
ての応用が可能である。

骨密度感受性遺伝子多型と代表的な生
活習慣・背景要因に関する個人データ
から、骨粗鬆症有病率や将来の骨密度
低下カーブを予測できるアルゴリズムを
開発した。

骨粗鬆症ハイリスク群を健診レベルで
の検査で抽出し、オーダーメイドの生活
習慣改善による骨粗鬆症第一次予防法
開発の基礎的資料となる。

骨密度感受性遺伝子多型については６
本の英文論文にまとめて公表した。「生
活習慣・背景要因・遺伝要因による総
合的骨粗鬆症リスク診断システムの開
発」の概要については近々新聞で報道
の予定である。

16 23 8 2 92 28 0 0 0

地域支援事業におけ
る体力向上サービス
のあり方に関する研
究

17 19 長寿科学総
合研究

安村　誠司 対象者や地域の特性に応じた「運動器
の機能向上」プログラム（改訂版）を作
成した。また、第４期介護保険事業計画
における介護予防事業検討マニュアル
（案）を作成した。市町村が有効な介護
予防事業を実施するうえで、いずれも有
効であると考える。さらに、作成された
「太極拳ゆったり体操」は虚弱高齢者
（特定高齢者）のみに対象を特化してお
り、今後の介護予防効果が多いに期待
されるが、その効果を検証することが課
題であると考えられた。

作成された「運動器の機能向上」プログ
ラム（改訂版）、および、第４期介護保険
事業計画における介護予防事業検討マ
ニュアル（案）は、いずれも市町村が有
効な介護予防事業を実施するうえで有
効であると考える。さらに、作成された
「太極拳ゆったり体操」は虚弱高齢者
（特定高齢者）のみに対象を特化してお
り、今後の介護予防効果が多いに期
待。

１．「運動器の機能向上」プログラム（改
 訂版）２．第４期介護保険事業計画にお

 ける介護予防事業検討マニュアル（案）
はいずれも自治体の担当者が介護予
防事業を実施する上で極めて有効なプ
ログラム・マニュアルと考える。

介護予防事業は開始されたが、自治体
担当者はその実施方法等に苦慮してい
る。本研究班で作成した．「運動器の機
能向上」プログラム（改訂版）、および、
第４期介護保険事業計画における介護
予防事業検討マニュアル（案）は行政的
観点から極めて有益な成果と考える。
また、虚弱高齢者（特定高齢者）に特化
した「運動器の機能向上」の体操はな
かったので、「太極拳ゆったり体操」もき
わめて意義深いと考える。

開発された「太極拳ゆったり体操」は虚
弱高齢者（特定高齢者）に特化した体操
として注目され、全国紙でも取り上げら
れた。

2 0 0 0 3 0 0 0 0
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生活機能向上にむけ
た介護予防サービス
のあり方及び技術に
関する研究－「廃用
症候群（生活不活発
病）モデル」を中心に

17 19 長寿科学総
合研究

大川　弥生 介護予防のあり方を、生活機能（ＷＨ
Ｏ：国際生活機能分類）維持・向上にむ
けて「廃用症候群モデル」に重点をおい

 て明らかにした。 特に１）「活動」の向上
に重点をおいたプログラムが効果的（生
活機能相談窓口の効果立証）、２）対象
者の同定法として「普遍的自立」（ICF評
価点0）と「環境限定型自立」（同：１）とを
区別することが重要、３）一般医療機関
受診者に廃用症候群モデルの生活機
能低下者が多い、４）地震とは異なる災
害である豪雪でも廃用症候群が生じ、
災害を介護予防必要例同時多発発生
時と位置づける必要がある。

今後の「活動」向上と生活不活発病予
防・改善を明確なターゲットとした、介護
予防のシステム・プログラム設計上重要

 な示唆をえた。　特に、１）介護予防の
対象者の同定法として「環境限定型自
立」を介護予防の対象として位置づけ
る、２）具体的ツールとして「生活不活発
病チェックリスト」が有用、３）一般医療
の生活不活発病予防・改善への積極的
関与が必要、４）「生活機能」「生活不活
発病」の理解は、専門家、一般高齢者と
もにいまだ過渡期であり、今後の普及
啓発が緊急の課題であることが明らか
となった。

災害時に被災直後から生活不活病発
生者及びハイリスク者を発見し、それを
集団としても把握し、集団や地域全体の
生活不活病予防に向けてのプログラ
ム、システム作成にも役立たせるため
のコンピュータープログラムソフトを開発

 した。・生活機能調査結果及び「普遍的
自立」と「限定的自立」の区別の必要性
の立証は、生活機能の３つのレベルの
うちの「活動」・「参加」について厚労省
社会保障審議会統計分科会生活機能
分類専門委員会が評価点（暫定案）を
決定する際の基礎資料（18年12月13日
等）となった。

災害時の高齢者における生活不活発
病への対応については能登半島地震
（19年3月）では発生翌日、新潟中越沖
地震（19年7月）では発生当日から厚労
省よりその予防にむけての通知（及び
資料）が出された際の基礎資料となっ
た。また、新潟県中越沖地震及び富山
県高波被害（20年2月）時の厚労省等か
らの避難所及び被災地域住民に配布さ
れた廃用症候群の発症に関する啓発チ

 ラシ・ポスター等の基礎資料となった。・
介護予防における「リハ・マネジメント」
の「基本的考え方や様式例」の基礎資
料となった。

　生活不活発病、及びその観点からの
介護予防のあり方、また災害時の介護
予防については各種新聞、テレビ等の

 メディアでとりあげられた。・能登半島地
震の介入研究等についてのＮＨＫテレビ
等での報道内容は参議院災害対策特
別委員会（19年4月4日）でも取り上げら

 れた。・長寿科学総合研究研究成果等
普及啓発事業発表会として一般向けに
20年3月27日「災害時の生活機能低下
予防；特に生活不活発病をターゲットに
して」を開催し、ＮＨＫニュース等のメディ
アで、災害時のみでなく介護予防全般
の典型例として取り上げられた。

0 5 16 1 11 5 0 9 34

高齢者の終末期ケア
に関する研究―各施
設における標準的終
末期ケアの確立に向
けて―

17 19 長寿科学総
合研究

葛谷　雅文 高齢者介護施設職員の意識から、看
護・介護職員を対象にした終末期ケア
教育の必須項目が明らかになった。ま
た、全国の医学科・看護学科のシラバス
の調査により、従来の緩和ケア教育プ
ログラムとは異なる、高齢者終末期ケア
に必要な包括的教育プログラム案が作
成できた。その他、高齢者の終末期ケ
アに重要な要素として、「鎮痛・苦痛除
去」、｢死に対する不安の解除｣、｢友人
や家族とのコミュニケーション｣、｢尊厳を
もった扱い｣の4つが挙げられ、コミュニ
ケーション教育が必要なことも分かっ

  た。

主に、インフォームドコンセントの在り方
について重要な知見が得られた。具体
的には、医師の説明の仕方・内容によ
り、高齢者の自己決定は容易に変容し
得ることが分かった。イラストなどを用い
た標準的で分かりやすい説明方法の研
究の必要性が示唆された。また、認知
症が進行したときに希望する終末期ケ
アの内容では、｢主治医にまかせる｣の
順であった。医師の倫理観や哲学が終
末期ケアの方針を決定付ける大きな要
素になることが示唆された。

１）高齢者介護施設職員向け教育のガ
イドライン作成のための基礎資料が得

 られた。２）高齢者介護施設向けアドバ
ンスケアプランニングシートを開発した。
これを用いて高齢者介護施設入所時の
終末期ケアの方針に関するインフォー
ムドコンセントのガイドラインを作成でき

 る。３）経口摂取障害の緩徐発症、経管
導入前の感染症状、導尿カテーテル留
置、経管導入後４ヵ月以内の肺炎・重篤
な消化器症状・尿路感染症などが経管
栄養導入後の短期死亡を予測する因子
であることが分かり、経管栄養導入に関

  するガイドラインの作成に資する。

終末期ケアに必要な条件として、看護・
介護職員の増員、看護・介護を提供す
る時間、職員を対象にした終末期ケア
に関する教育、医療機関・医師からの
支援、医師・看護師の24時間体制など
が挙げられた。こうした条件に配慮した
施策が求められる。また、介護老人保
健施設（老健）において、家庭復帰困難
者の処遇については「あくまでも家庭復
帰を」という回答は僅かで、「特養入居
までの待機場所」という回答が多かっ
た。老健を終末期ケアをも担う施設へと
転換することを検討すべきであることが

  示唆された。

国民の多くが在宅死を望んでいると考
えられていたが、本研究では、医療者
が考えるほど在宅で 期を迎えることを
高齢者本人と家族は重要視していない
ことが分かった。また、高齢者の終末期
を「生命予後の危機」と考える医師、看
護師、介護職員が多い一方、「日常生
活動作の低下」と考える患者・家族が多
かった。高齢者の終末期に対する捉え
方や考え方は立場や職種によって大き
く異なっていた。高齢者医療を専門とす
る老年科医は、終末期ケアは患者や家
族との共同作業であると捉え、共通の
認識に基づいたケアの実践に努力すべ

  きである。

54 40 7 0 35 2 1 0 0

男性ホルモン低下に
起因する老年病の治
療戦略とその機序に
関する総合研究

17 19 長寿科学総
合研究

秋下　雅弘 メタボリックシンドローム、動脈硬化、勃
起障害、認知症、虚弱化といった高齢
者の疾病状態にアンドロゲン低下が寄
与することを臨床的に示し、その機序の
一部を基礎研究で明らかにした。

少数例ではあるが虚弱高齢者に対する
アンドロゲン補充療法およびその代替
療法としての運動療法の有効性を示し
た。また、多数の観察研究により、アン
ドロゲン補充療法の幅広い適応を示唆
した。

結果の一部は、介護予防ガイドライン
（厚生科学研究所発行）に盛り込まれ
た。今後、日本Men's Health医学会など
の専門医学会によるガイドラインに反映
されることが予想される。

ー 朝日新聞記事（2007年10月22日夕刊）
などに研究内容が紹介された。日本
Men's Health医学会主催の公開セミ
ナーで発表。 0 20 44 12 94 8 1 0 0

特別養護老人ホーム
におけるサテライト居
住と本体改修に関す
る研究

18 19 長寿科学総
合研究

井上　由起子 サテライト型特別養護老人ホームの実
態把握がなされ、様々な事業を複合整
備することで、建物内での常時看護日
中１名配置と複数夜勤配置が実現され
ていた。医療については本体施設との
距離によっては、本体施設の嘱託医の
ほか近隣の開業医のサポートを得てい
る事例があった。利用者家族からは評
価を得ているが、利用者の生活・精神
面に対する定量的な評価は課題として
残った。

－ － 療養病床再編における建物整備（改
修・サテライト）上の課題が抽出された。

ユニットケアの各種研修を行っている認
知症介護研究・研修東京センターと医
療福祉建築協会の共催にて個室ユニッ
ト化改修の研修会を2007年夏に実施し
60名の法人等の参加を得た。静岡県、
全国老人福祉施設協議会にて同様の
講演ならびに研修を実施した。

0 0 2 0 4 0 0 1 4
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「理由書」標準様式を
活用した住宅改修評
価システムの構築に
関する研究

18 19 長寿科学総
合研究

鈴木　晃 どのような動作を改善するために住宅
改修を行うかという目的動作について
は、これまでデータがなかった。「理由
書」標準様式の記載内容に関する調査
によって、「便器からの立ち座り」「浴室
出入口の出入り」「浴槽の出入り」「出入
口から敷地外までの屋外移動」の順で
多いことが示され、住宅部位に関する
設計上の配慮点が浮かび上がった。さ
らに、改修方法に関連する、より詳細な
動作細分類もおよその傾向が示された
ことで、住宅改修の目的達成をベースと
した評価研究が実施可能となった。

住宅改修を評価する現場からみた成果
という意味では、まず自立支援としての
改修目的の重要性に関する啓発と評価
方法の具体的例示で、事前申請時の確
認業務が改善され、保険者による給付
妥当性に関する評価が適切になされる
傾向が高まるであろう。提案した二つの
マニュアルを参照することで、安全性や
自立支援目的性といった視点からも保
険者による介入が可能となった。介護
支援専門員への支援と連動すること
で、自立支援に役立つ住宅改修が普及
することが期待される。

開発した「理由書作成支援ソフト」は、介
護支援専門員による住宅改修計画のア
セスメントの手順を誘導するものであ
る。大多数が採用している標準様式に
ついての作成ガイドを兼ねているため
に、介護支援専門員に活用される可能
性は高く、結果的に適切な住宅改修計
画への誘導が図られる可能性も高い。
この支援ソフトについての保険者の認
知を高め、保険者による事前評価の適
格化と連動されれば、住宅改修の自立
支援効果は高められる可能性が高い。

介護給付等費用適正化事業のなかで、
住宅改修費の給付について市町村職
員による事前訪問調査が指針として示
されたこと（厚生労働省告示第三十一
号、平成２０年２月２０日）について、本
研究成果はその妥当性を示すものとし
て位置づけられる。

日本建築学会在宅ケア環境小委員会
において、公開研究会「住宅改修の評
価システムのあり方」が平成１９年２月２
３日に開催され（東京・日本建築学会会
議室）、研究班として主報告「『理由書』
標準様式を活用した住宅改修評価シス
テム－保険者による事前申請時の評価
を中心に」を行った。 0 0 2 0 11 1 0 2 2

介護予防の効果評価
とその実効性を高め
るための地域包括ケ
アシステムの在り方に
関する実証研究

18 19 長寿科学総
合研究

川越　雅弘 原著論文7件、その他の論文3件、学会
発表6件（国内学会5件、国際学会1
件）、研究会発表5件を行った。

－ 松江市介護保険課、松江地域介護支援
専門員協会、学識経験者とともに、「介
護予防ケアマネジメントの手引き－思考
過程の整理を中心に－」を作成し、関係
者に配布した。

研究成果は、逐次医療・介護関係者や
行政関係者に提供した。

2007年11月18日に開催された兵庫県プ
ライマリ・ケア協議会第5回研究会にお
いて、①介護予防の効果評価に向けて
（川越雅弘）　②デイサービスによる介
護予防効果（大浦由紀）　③訪問リハビ
リテーションによる介護予防効果（梶家
慎吾）　④行政サービスによる介護予防
効果（大里和彦）　⑤訪問介護による介
護予防効果（竹内さをり）の計5題の研
究成果発表を、地域ケア関係者に対し
て実施した。

7 0 3 0 5 1 0 0 0

松戸市における認知
症、寝たきり高齢者の
実態調査と早期対応
の研究

18 19 長寿科学総
合研究

服部　孝道 都市型住宅地在住の高齢者325人を対
象に認知機能の集団スクリーニング検
査(ファイブ・コグ)を実施し、認知機能低
下が疑われた者に対し、頭部CT・神経
心理学的検査を実施した。さらに一部の
者について、[11C]PIB PETとMRI検査を
実施し、軽度認知障害者4名と健常者1
名において脳内にアミロイド沈着が認
められ、アルツハイマー病の前駆状態
である可能性が示唆された。これによ
り、集団スクリーニングによりアルツハ
イマー病疑いの者を早期抽出できる可
能性を見出した。

1．都市型住宅地在住の高齢者に認知
面および身体面への介入を行なった結
果、非介入群と比較して、介入群の認
知機能（視空間能力、言語流暢性）およ
び身体機能（バランス能力、歩行能力）
が向上した。また、介入群の90%以上
が、介入終了後も自主的にグループ活
動を継続しており、介護予防活動の場

 へのニーズの高さが明らかとなった。2．
介護状況に関するアンケート調査を行
い、都市型住宅地における在宅高齢者
介護の実態を調査した。その結果、77%
の介護者が介護負担を感じていること
が明らかとなった。

－ 1．本研究の取り組みから、介護予防活
動へのニーズの高さが明らかとなって
おり、今後行政において、このような介
護予防活動の場を提供していくことが求
められる。これは、介護保険サービス導

 入前の高齢者の受け皿となり得る。2．
本研究結果より、介護保険サービスを
利用しても未だ高い介護負担の実態が
明らかとなった。今後、介護者の状況を
反映した介護保険サービスの見直しが
求められることが示唆された。

本研究の取り組みおよび成果につい
て、研究フィールド地域での啓発活動を
行った。これにより、今後の活動への理
解・協力を得るとともに、地域住民の意
識付けを行い、認知症サポーター養成
に繋げていくことを目的とし、今後も啓
発活動を行なっていく予定である。

0 0 2 0 7 0 0 0 1

高齢者における廃用
症候群（生活不活発
病）の実態調査と生活
機能向上のための運
動療法の開発

18 19 長寿科学総
合研究

安井　夏生 徳島県における寝たきり老人の実数調
査では、徳島市では人口の約0.2%、鳴
門市ではその約0.4%が寝たきり老人で
ある事がわかった。本結果から、日本国
内における寝たきり老人数は、25万人
から50万人であると推察できる。寝たき
りを予防するためには、廃用症候群を
改善することが重要である。「阿波踊り
体操―リハビリ編－」は、高齢者の廃用
症候群の改善に有効であることが明ら
かになった。さらに、基礎研究の成果か
ら、神経障害を原因とする廃用症候群
の発生機序を解明した。

寝たきりは、廃用症候群の末期症状と
いえる。高齢者では、一旦、廃用症候群
に陥ると、その回復には長期間を要す
る場合が多い。廃用症候群を予防する
運動療法として開発された「阿波踊り体
操―リハビリ編－」は、高齢者が楽しく、
かつ、安全に実施することができる。本
体操を用いた臨床研究から、引き蘢りと
転倒に対する不安を改善させる効果が
示された。

廃用症候群を予防するための運動療法
として、「阿波踊り体操－リハビリ編－」
を開発した。本体操は、徳島県保健福
祉部健康増進課、徳島県医師会の後援
を受け、全県下において展開する予定
である。

この度の研究では、「阿波踊り体操－リ
ハビリ編－」を応用した体操教室は、高
齢者の転倒に対する不安が解消される
とともに、引き蘢り傾向を改善させること
が明らかになった。今後、徳島県におい
て、「阿波踊り体操－リハビリ編－」を用
いた体操教室を、全県下的に展開して
高齢者における廃用症候群を予防し、
その結果として、寝たきり老人数の減少
を目指したい。

「阿波踊り体操－リハビリ編－」は、徳
島新聞社が詳細に紹介した結果、徳島
県内の医療機関、老人保健福祉施設等
から、本体操を用いての体操教室を開
催したいとの希望が寄せられている。本
体操の指導者を養成するために、徳島
大学病院リハビリテーション部が中心と
なり、定期的に指導者養成講習会を開
催することになった。

1 13 6 0 6 1 0 0 1
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脳梗塞急性期から開
始する筋萎縮阻止薬
療法が慢性期運動機
能に与える影響に関
する研究

18 19 長寿科学総
合研究

成冨　博章 脳梗塞急性期には、運動麻痺の結果余
儀なくされる臥床生活のために麻痺側
および健側下肢に廃用性筋萎縮が生
じ、これが慢性期の歩行障害を助長す
る。本研究では、脳梗塞急性期にラジカ
ル消去薬を長期投与（10-14日間）する
と、廃用性筋萎縮が阻止され、慢性期
の歩行機能が改善されることを明らか
にした。従来、脳梗塞急性期の治療は
脳保護だけにターゲットがしぼられてき
たが、本研究は、今後、脳梗塞の治療
のターゲットを筋保護にも向ける必要が
あることを示している。

急性期脳梗塞患者が脳卒中診療施設
を受診するのは発症後６時間以上を経
過した場合が多く、来院した時点で脳に
は既に不可逆的変化が生じているの
で、脳を障害から救済できる余地は殆
どない。すなわち、臨床医がいかに頑
張っても、治療によって脳梗塞患者の
予後を改善できる可能性は小さいと考
えられてきた。しかし、本研究では、脳
梗塞患者の運動機能障害を治療するた
めには必ずしも脳を完全に救済する必
要はなく、長期間かけて筋肉を保護す
ることにより十分な機能改善効果が得
られることが示された。

ガイドラインを作成するまでには至って
いない。

脳梗塞の も重要な症状は運動麻痺で
あり、運動麻痺ゆえに多くの患者が重
篤な下肢運動機能障害を呈し要介護状
態に陥る。残念ながら脳の運動神経細
胞は脳梗塞後3-6時間以内に不可逆的
変化を生じてしまうために、薬物治療に
よって運動神経細胞の死を阻止できる
可能性は殆どないと考えられてきた。し
かし、本研究では、運動神経細胞死を
阻止できなくても廃用性筋萎縮を阻止
すれば結果的に運動機能改善が得られ
ることが示された。要介護患者を減らす
ためには、今後、筋保護療法を発達さ
せる必要があると思われる。

脳梗塞による運動機能障害を軽減させ
るためには比較的長期の筋保護治療
が必要であることを、今後、学会発表、
論文発表により多くの脳卒中診療医に
知らしめ、また市民講座等を通じて一般
市民にも伝えていく予定である。

0 0 0 0 0 0 0 0 0

虚弱高齢者の歩行維
持の機能的評価シス
テムの開発に関する
研究

18 19 長寿科学総
合研究

山下　和彦 本研究は定量的な歩行機能計測のた
めにインソール型重心動揺計測器を開
発した．従来，床反力計や据置型重心
動揺計など高価な計測機器を実験室内
で使用することで歩行機能が調べられ
てきたが，実験的環境下では正しく評価
できない可能性が挙げられる．そこで本
研究では，無拘束，簡便かつ定量的に
日常生活中での歩行機能を計測できる
機器を開発し，その実用性について明
らかにした．その結果，本計測機器によ
り日常生活中の歩行機能から転倒リス
クが評価可能となり，大規模な高齢者
集団に対する定量的な介入のアプロー
チが可能となった．

介護予防を効果的に進め，高齢者医療
費等の抑制を図るには，高齢者の転倒
予防が重要である．効果的な転倒予防
には，高転倒リスク高齢者を正しく抽出
し，対象者の特性に合った介入が求め
られる．これら問題点を鑑み本研究で
は，転倒に密接に関係するバランス機
能と歩行機能に着目した定量的な計
測・評価システムを開発した．本計測シ
ステムによる介入実験により，健常・特
定・要介護高齢者の転倒リスクを定量
的に評価できることがわかった，また，
特定高齢者を対象とした運動指導から
歩行機能が改善していることを明らかに
した．

本研究成果は高齢者の身体機能に基
づいた転倒リスク評価という観点からガ
イドラインへの活用に利用できると考え
られる．さらに本研究では歩行機能だけ
ではなく，下肢筋力等との関係も明らか
にし，転倒リスク値を算出できているこ
とから，これらを利用することで，標準化
された計測手法を確立でき，地域間の
比較（横の比較），加齢変化・介入成果
といった時系列の比較（縦の比較）から
新しいエビデンスの確立が可能となる．
益々加速する高齢化問題にアプローチ
するための基礎を提供できるため，ガイ
ドラインへの採用を期待する．

本研究は従来の評価手法を否定するも
のではない．転倒リスクは身体機能の
みで評価できないからである．すなわ
ち，本手法を付け加えることで，閉じこも
り予防，保健師や運動指導者のアプ
ローチ，対象者に整合した介入手法の
開発と評価手法の確立に寄与するもの
である．これだけではなく，IT等を利用
することで医療，保健・福祉，健康の領
域から新しいサービスの形も提案できる
可能性がある．高齢者中心の支援体制
を整えるには，定量的評価指標による
各専門的技術者の包括的，横断的な介
入が必要である．

本研究により開発したインソール型重
心動揺計測システムは，厚生科学研究
費（一般向け講演会），JSTの地域科学
技術理解増進活動推進事業，東京医療
保健大学　公開講座，埼玉県和光市の
特定高齢者運動支援事業，その他で活
用し，多くの高齢参加者の賛同を得た．
今後も行政・自治体各機関，高齢者団
体等との連携を密にして進める計画で
あり，共同研究の受け入れ体制も整っ
ている．

4 0 0 0 8 0 0 0 10

認知症者の記憶と見
当識を補う情報呈示
による不安軽減効果
の研究

19 19 長寿科学総
合研究

井上　剛伸 認知症者を対象とした支援策の研究で
は、当事者の主観が得られないために
ニーズの明確化や支援策の評価が難し
く、これまで工学分野での研究が遅れて
きた。本研究では研究者が認知症者の
生活の場に入り込んで参与観察や音声
画像データ収集を行い、発話や行動か
ら支援策を求める手法を示した。本手法
は、今後、認知障害者への工学的支援
を展開していく上で、新たな支援機器の
開発における幅広い応用が期待され
る。

認知症者のケアは、従来人的支援を中
心に行われてきたが、今後は、ＩＴ技術
等を用いて、認知機能を補う機器やシ
ステムによる支援を行っていくことも重
要である。本研究では、出来事や予定
の情報に関する認知症者のニーズを明
らかにし、認知症者に有効な情報呈示
手法を明らかにした。本手法により、情
報呈示を用いた認知症者のケアを促進
することができる。また、情報呈示機器
の利用により、施設職員への質問の割
合が半減した結果から、機器の利用が
介護負担の軽減につながる具体例を示
した。

「情報の意味づけのしやすさ」、「情報の
理解のしやすさ」、「情報の抽出のしや
すさ」や「視認されやすさ」の観点から、
認知症者への情報伝達に有効な情報
呈示手法を示した。また、長期間の発話
分析に基づく定量的データにより、認知
症者が認知機能低下のために情報欠
損に陥っている実態を明らかにし、その
解決策として、情報呈示による情報補
完の効果を示した。

認知症高齢者数は、2015年に250万人
に達すると推計される。本研究で行った
情報呈示による新たなケア手法の提案
は、少子高齢化による介護力不足への

 対応の第一歩となる。本研究は、新健
康フロンティアのアクションプランにおい

 て以下の項目の立案に寄与した。「認
知症対策の一層の推進」の具体的取り

 組み（２）認知症の方が安心して社会で
 暮らせる体制作り→認知症の方の自立

を支援するシステムの開発・実用化の
ための研究を推進する

・第２回認知症のある人の福祉機器シ
ンポジウム―自立と家族を支える―を

 開催した。・介護保険情報誌2008年１月
号p42－45認知症ナビ32掲載記事「自
立と家族を支える認知症のある人の福
祉機器　国立リハセンターが第２回シン
ポ」の中で、本研究の内容が紹介され

 た。 0 0 0 0 1 1 0 1 1

子どもの心の診療に
携わる専門的人材の
育成に関する研究

17 19 子ども家庭
総合研究

柳澤　正義 子どもの心の問題の深刻化とともに、そ
の診療に対する需要は増加している。
需要と医療提供体制の実態を調査し、
エビデンスに基づいた子どもの心の診
療体制、それを担う医師及び関連職種
の教育・研修体制を提案することを目的
とした。実態調査の結果に基づいて、一
般小児科医・精神科医から専門的に子
どもの心の診療に従事する小児科医・
精神科医まで、異なる専門性の深さを
有する「子どもの心の診療医」、及び看
護・コメディカルの教育・研修システムが
提案され、テキストが作成され、またモ
デル的研修が実施された。

子どもの心の診療のニーズに関して、
全国の保育園と公立小・中学校を対象
に、経験した心の問題と連携の実態に
ついて調査し、対応が必要となる精神
的問題をもつ子どもの頻度は、保育園
で4.57％、小学校で2.96％、中学校で
4.08％であった。医療提供体制につい
ては、全国の大学病院、総合病院、専
門病院、診療所等、各種医療機関の小
児科・精神科を対象に、子どもの心の診
療体制、教育・研修体制、看護・コメディ
カルの実態等、多面的調査を行い、実
態を明らかにした。

実態調査の結果に基づいて、異なる専
門性の範囲と深さを有する「子どもの心
の診療医」の育成について、短期・中
期・長期の教育・研修システム・カリキュ
ラムを提案し、一般小児科医、一般精神
科医、さらにより専門的に子どもの心の
診療に従事している医師、それぞれを
対象とする研修テキストの企画・編集を
行い、モデル的研修を実施した。また、
コメディカル・スタッフの役割と研修のあ
り方に関して提言し、看護については、
子どもの心の看護の課題を提起し、専
門性をもった看護師の必要性を指摘し
た。

平成17・18年度厚生労働省「子どもの
心の診療医の養成に関する検討会」で
は、平成18年8月9日の第10回検討会
で、本研究班の研究成果が詳細に報告
されるなど、本研究で実施された調査の
結果及び教育・研修システムの提案な
どは、検討会での議論の資料として提
供され、施策に反映された。本研究班に
よって企画・編集されたテキスト類は、
厚生労働省によって小児科医、精神科
医に広く配布された。また、厚生労働
省・日本小児科医会・母子愛育会の共
催による「子どもの心の診療医研修会」
が継続的に実施される予定である。

第102回日本精神神経学会、第110回
日本小児科学会をはじめとする６つの
全国規模の学会で、学会と本研究班の
共催によるシンポジウムが行われた。ま
た、モデル的研修として、「第１回・第２
回子どもの心の診療専門研修会」、「第
１回子どもの心の診療医研修会」が実
施され、今後も継続される予定である。
なお、平成19年度子ども家庭総合研究
推進事業による公開シンポジウム「健
やかな子育てを支える仕組づくりのため
に」において、本研究の成果が発表され
た。

123 8 97 1 10 0 0 4 17
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保健師・保育士による
発達障害児への早期
発見・対応システムの
開発

17 19 子ども家庭
総合研究

高田　哲 一連の研究から以下が明らかとなった。
（1）95%以上の保健師が、乳幼児健診を
通じて発達障害児と関わっており、家族
との関係構築、具体的な支援法、自身
の知識不足に困難を感じていた。（2）保
育士は、通常保育の子どもの9.8％に発
達上の問題があると感じていた。（3）乳
幼児健診で診断可能な発達障害は自
閉性障害であり、行動観察法の導入な
ど焦点を絞った健診システムが必要で
ある。（4）早期発見には支援体制整備
が不可欠である。発達支援教室は、専
門職者と家族との関係構築、具体的支

 援法の教育・開発に有用であった。

神戸市東部と西部に４つの発達支援モ
デル教室を開設した。各教室には、専
用のホームページを設け、講習会・保育
プログラム申し込み、ボランティア登録、
必要書類のダウンロードができるように
した。教室は、専門職者と家族との関係
構築、具体的な支援方法の教育・開発
に有用であったため、この成果をもとに
「発達支援教室運営マニュアル」を作成
した。これらの教室は20年度以降も発
達障害者地域自立支援事業として神戸
市と協力して継続運営することとなっ
た。

（1）1歳6カ月～2歳児を対象とした発達
障害児早期発見行動観察マニュアル
（DVD）を作成した。本DVDはブックレット
形式で200部を作成し、関係機関に配布
している。音声説明、異常行動の解説を
加え、保健師・保育士の研修教材として
役立つようにした。（2）保健、福祉、教
育の連携と個人情報伝達のためにサ
ポートブックを活用することとし、神戸市
と協力して「サポートブック作り方、使い
方ガイド」を8000部作成した。関係機関
にて配布すると共に、インターネットから
ダウンロードできるようにした。

通常学級に在籍し、学習、行動上の問
題を示した学童・生徒285名のうち67%
は広汎性発達障害または精神遅滞（境
界知能を含む）であった。しかし、乳幼
児健康診査での異常指摘率は、1歳6カ
月健診24.9％、3歳児健診31.2％と低
かったため、兵庫県、神戸市と協力して
新たな問診票を作成した。本問診票は
平成20年度より、神戸市で導入された。

平成17年度から19年度にかけて3回の
公開シンポジウムを開催した。また、地
域自治体等の研修会、研究会で計35回
の公演を行った。また、研究の概要は日
本教育新聞で紹介された。

8 1 6 0 28 4 0 3 35

児童虐待等の子ども
の被害、及び子どもの
問題行動の予防・介
入・ケアに関する研究

17 19 子ども家庭
総合研究

奥山　眞紀子 虐待の分野では殆どなかった介入研究
（SBS予防プログラム、2か月親子講習
会、ケアキッドプログラム、愛着治療）が
なされ、介入前後での効果のエビデン
スが示された。愛着障害チェックリスト、
児童自立支援施設生活改善評価尺度
という信頼性・妥当性が検証された尺度
が開発された。データベースが構築され
有用性が示された。その他、多くの質の
高い実証研究がなされ、これまで不明
だった実態が明らかになった。

上記の他、妊娠期ケア方法、両(母）親
教室のあり方、産後うつの対応方法、
在宅支援の在り方、被虐待児の感覚統
合障害の実証、施設内心理療法の効
果、医療保健システムの在り方、性的
虐待被害児童（男女）の症状、施設内性
的被害の防止方法、司法面接の在り
方、医療の専門性を必要とする虐待対
応の在り方、分離ケアのタイムフレーム
を含むグランドデザイン、一時保護所の
在り方、施設内虐待への対応、加害・被
害の負のサイクルモデルの明確化、
ワーカーの育成方法が明らかになっ
た。

両(母)親教室ガイドライン、妊婦支援マ
ニュアル、「育児支援家庭訪問事業を実
施してみませんか」パンフレット、「産後
のメンタルヘルスと母子保健」冊子、在
宅アセスメント指標シートマニュアル、児
童相談所が行う在宅支援に関するガイ
ドライン、市区町村保健分野での子ども
虐待在宅養育支援の手引き、市区町村
での子ども虐待在宅養育支援の手引
き、支援を必要とする家庭の地域にお
ける保健医療連携システム構築のガイ
ドライン、一時保護所向け6種類のガイ
ドライン・マニュアル、児童養護施設に
おける性虐待対応マニュアル

要保護児童対策地域協議会調査の結
果、マネージメントを行う人の必要性が

 明らかになり、施策に反映された。児童
虐待の防止等に関する法律に盛り込ま
れた「医療体制整備」の一環として「妊
娠･出産･育児期に支援を必要とする家
庭の地域における保健医療連携システ
ム構築のガイドライン」が使用された。

フォーラム「子ども虐待対応の展望」
2006年2月19日（日）10:00?16:00　東京
慈恵会医科大学講堂　参加人数　300

 人以上子ども虐待対応研究シンポジウ
ム「1日でわかる虐待研究の現在」2008
年2月17日（日）9:00?16:30　東京慈恵

 会医科大学講堂　参加人数300人以上
その他、司法面接に関する公開シンポ
ジウム1回、在宅支援に関するマニュア
ルを用いた研修会６回

15 3 83 2 43 10 0 2 14

乳幼児の発育・発達
段階に応じた食育プ
ログラムの開発と評
価に関する研究

17 19 子ども家庭
総合研究

酒井　治子 1.保護者と保育専門職によるグループ
インタビュー法という質的な調査方法の
活用により、食育ニーズを把握する方

 法を提示した。2.３年間の介入研究か
ら、乳幼児の家庭及び保育所での食育
と、乳幼児の多動性や衝動性を含めた
こころと身体の発育・発達面・食物摂取
面、保護者のQOLや育児不安との関連

 性を明らかにした。3.国内研究において
も研究の少ない乳幼児を対象とし、長期
的な生活場面でコントロール群を設定し

 た食育の評価法を提案した。

平成18年３月に「食育推進基本計画」に
示された市町村食育推進計画における
保育所を拠点とした「食育推進計画」の
立案方法を示した。自治体での目標設
定のための方法や、保育所における食
育の実施状況のベースライン診断や、
介入の評価方法を提示した。

平成19年12月に「保育所における食育
の計画づくりガイド」として、厚生労働省
雇用均等児童家庭局保育課から全国

 通知された。平成19年12月「保育所保
育指針の改定に関する検討会（ 終報
告）」において、食育の内容と体制づくり
など、保育所保育指針及び解説書作成

 の基礎資料として活用された。

「保育所における食育の計画づくりに関
する全国調査」の調査項目を選定し、平
成18年11月に、厚生労働省雇用均等児
童家庭局保育課で全国調査を実施し、
その結果は平成19年5月に全国に通知
された。平成18年３月の「健やか親子２
１の中間評価」で新たに導入された「食
育」と「子どもの心の発達と育児不安の
軽減」との関連について食育の効果を、
地域ベースでの準実験デザインによっ
て検証した。

平成17年６月「食育基本法」の成立に伴
い厚生労働省健康局、医薬食品局、雇
用均等・児童家庭局から通知された「健
康づくりのための食育の推進について」
の中で推進することが期待された保育
所等での保育計画と連動した食育の計
画、子育て家庭への支援の具体的なプ
ログラムを提示し、本研究成果は「平成
18年19年食育白書」に掲載された。

7 0 44 0 15 1 0 7 20

安全・安心な母子保
健医療提供体制整備
のための総合研究
「子どもの病気に関す
る包括的データベー
ス（難治性疾患に関
する疫学研究データ
ベース等を含む）の構
築とその利用に関す
る研究」

17 19 子ども家庭
総合研究

原田　正平 大規模データベース（ＤＢ）の欠点であ
る個別症例の登録精度向上のために、
標識再補法（Capture-recapture
method）を自動化したプログラムを組み
込むことで、複数の情報源からなる包
括的ＤＢ構築が可能であることを示し
た。

小児慢性特定疾患治療研究事業の医
療意見書を平成10?18年度までののべ
968,352件について、経年的に照合して
データベース（ＤＢ）化することで、個別
の症例の長期経過を追うことのできる
「症例情報ＤＢ」を構築した。このＤＢを
利用することで、多くの小児慢性疾患の
長期予後が、短期間にかつ少ない費用
で調査できることが示された。

－ － 情報公開のためのホームページを複数
作成した。１）こども健康倶楽部
（http://kodomo-
kenkou.com/default/index）、２）川崎病
迅速報告システム
（http://www.kawasaki-
disease.net/kawasakidata/）、３）抄録管
理システム、４）全国禁煙情報データ
ベース、５）小児慢性特定疾患治療研究
事業の説明。

15 58 23 0 67 21 0 0 5
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